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○
全
国
統
一
防
火
標
語

　

『
消
す
ま
で
は　

心
の
警
報　

Ｏ
Ｎ
の
ま
ま
』

　

空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
ひ
と
り
一
人
が
、
火
災
予
防
に
対
す
る
意
識
を

持
つ
こ
と
に
よ
り
火
災
に
よ
る
悲
惨
な
焼
死
事
故
や
貴
重
な

財
産
の
損
失
を
防
ぎ
、
放
火
さ
れ
に
く
い
「
火
災
に
強
い
町

づ
く
り
」
の
た
め
に
、
毎
年
秋
の
火
災
予
防
週
間
が
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
○
我
が
家
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
に

　

住
宅
火
災
の
原
因
で
多
い
も
の
が
、
「
タ
バ
コ
」
「
こ
ん

ろ
」
「
ス
ト
ー
ブ
」
で
す
。

※
「
こ
ん
ろ
」
は
、
ガ
ス
テ
ー
ブ
ル
や
電
気
コ
ン
ロ
等
が
含

ま
れ
ま
す
。

※
「
ス
ト
ー
ブ
」
は
、
電
気
、
ガ
ス
、
石
油
ス
ト
ー
ブ
が
含

ま
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
住
宅
火
災
か
ら
「
生
命
」
「
身
体
」
「
財
産
」
を
守
る
３

つ
の
習
慣
、
４
つ
の
対
策
ポ
イ
ン
ト

『
３
つ
の
習
慣
』

①
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

②
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
、
物
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

③
こ
ん
ろ
か
ら
少
し
で
も
離
れ
る
時
は
、
必
ず
火
は
消
し
ま

し
ょ
う
。

『
４
つ
の
対
策
』

①
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置

す
る
。

②
寝
具
、
衣
類
、
カ
ー
テ
ン
な
ど
身
近
な
も
の
を
防
炎
品
に

す
る
。

③
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器
を

設
置
す
る
。

④
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た
め
に
、
近
隣
住

民
の
協
力
体
制
を
作
る
。

○
平
成
25
年
度
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
ご
案
内

　

受
講
日　

11
月
14
・
15
日
の
２
日
間

　

場　

所　

大
阿
蘇
環
境
セ
ン
タ
ー
「
未
来
館
」

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
棟
会
議
室

　

受
講
受
付
期
間　

10
月
10
日
〜
10
月
31
日

　

受
講
受
付
場
所　

南
部
分
署

　

そ
の
他
、
不
明
な
点
は
阿
蘇
広
域
消
防
本
部
南
部
分
署
に

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
広
域
消
防
本
部
南
部
分
署　

℡
（
６
２
）
９
０
３
４

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

高
森
警
察
署　

℡
（
６
２
）
０
１
１
０

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
税
務
署　

℡
０
９
６
７
（
２
２
）０
５
５
１

振
り
込
め
詐
欺
な
ど
特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止

■
本
年
発
生
し
た
主
な
手
口

　

（
１
）
金
融
商
品
等
の
投
資
を
呼
び
か
け
る

　
　
　

被
害
者
に
対
し
架
空
の
会
社
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
送

り
つ
け
た
り
、
「
投
資
す
れ
ば
絶
対
に
儲
か
る
」
な
ど
と

ウ
ソ
の
電
話
を
か
け
、
投
資
等
の
名
目
で
だ
ま
し
取
る
。

　

・
金
融
機
関
か
ら
現
金
（
投
資
資
金
）
を
引
き
出
す
際
、

リ
フ
ォ
ー
ム
代
な
ど
と
言
う
よ
う
に
伝
え
る
。

　

・
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
・
小
包
（
書
類
等
と
書
か
せ
る
）
で
現
金

を
送
ら
せ
る
。

　

（
２
）
ギ
ャ
ン
ブ
ル
必
勝
情
報
を
提
供

　
　

被
害
者
の
携
帯
電
話
に
、
パ
チ
ン
コ
の
必
勝
法
、
ロ
ト
６

の
当
選
番
号
に
関
す
る
ウ
ソ
の
電
話
を
か
け
、
情
報
提
供

料
と
言
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
金
融
機
関
窓
口
で
現
金
を
送
ら
せ

る
。

　

・
パ
チ
ン
コ
の
場
合
は
、
具
体
的
な
店
舗
を
指
示
し
て
、
打

ち
方
の
練
習
を
さ
せ
る
。

　

・
ロ
ト
６
の
場
合
は
、
新
聞
等
の
掲
載
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
当
選
番
号
を
調
べ
、
い
か
に
も
当
選
番
号
が
分
か
っ

た
よ
う
に
伝
え
る
。

　

（
３
）
還
付
金
等
詐
欺

　
　
　

市
町
村
、
税
務
署
職
員
を
名
乗
り
、
医
療
費
等
の
還
付

金
が
あ
る
と
ウ
ソ
を
言
い
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
へ
誘
導
し
、
操
作
方

法
を
伝
え
て
口
座
か
ら
送
金
さ
せ
る
。

◆
特
殊
詐
欺
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に

　

い
つ
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
犯
人
か
ら
電
話
が
来
る
か
分
か
ら
な

い
状
況
で
す
。
「
在
宅
時
で
も
留
守
番
電
話
に
す
る
」
「
電
話
帳

か
ら
の
削
除
を
検
討
す
る
」
「
お
金
を
振
り
込
む
と
き
は
必
ず
誰

か
に
相
談
す
る
」
な
ど
自
分
の
身
を
守
る
対
策
の
ほ
か
、
家
族
と

の
つ
な
が
り
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

○
税
務
署
で
の
ご
相
談
は
事
前
の
ご
予
約
を

　

税
務
署
で
の
ご
相
談
は
、
事
前
の
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

具
体
的
書
類
や
事
実
関
係
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
電

話
等
で
の
ご
相
談
が
困
難
な
場
合
に
は
、
事
前
に
相
談
日
時
等
を

電
話
等
で
ご
予
約
い
た
だ
い
た
上
で
、
所
轄
の
税
務
署
に
お
い
て

ご
相
談
を
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
。

　

ご
予
約
の
際
に
は
、
お
名
前
・
ご
住
所
・
相
談
内
容
等
を
お
伺

い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
税
金
の
納
付
相
談
や
確
定
申
告
期
に
お
い
て
申
告
書
作

成
会
場
へ
お
越
し
い
た
だ
く
際
に
は
、
事
前
の
ご
予
約
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

○
平
成
26
年
１
月
か
ら
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
の
対
象
者
が

拡
大
さ
れ
ま
す
！

　

平
成
26
年
１
月
か
ら
、
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
の
対
象
と

な
る
人
が
拡
大
さ
れ
、
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
又
は
山
林
所
得

を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う
全
て
の
人
（
所
得
税
の
申
告
が
必
要
な

い
人
も
含
ま
れ
ま
す
）
が
、
収
入
金
額
、
仕
入
れ
や
そ
の
他
の
必

要
経
費
に
関
す
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
そ
の
帳
簿
や
取
引
に

係
る
請
求
書
・
領
収
書
な
ど
の
書
類
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.nta.go.jp

）
の
「
個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
の
帳
簿

の
記
載
・
記
録
の
保
存
に
つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
税
務
署
が
実
施
す
る
「
記
帳
説
明
会
」
等
に
つ
い
て

は
、
最
寄
り
の
税
務
署
の
所
得
税
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

『平成 25年秋の全国火災予防運動』
11 月９日（土）から 11月 15日（金）




